
 

平成 30年(2018年)12月 21日 

 

  

第 3065号 

平成 30年(2018年) 

12月 21日 

金曜日 

目 次 

規則 
○ 埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

告示 
○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 東松山都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 川越都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 所沢都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 秦第二土地改良区の役員退任届（大里農林振興センター） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更（建築安全

課） 

○ 建築士事務所の監督処分（建築安全課） 

○ 県道飯能寄居線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の供用の開始（飯能県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の供用の開始（飯能県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の供用の開始（飯能県土整備事務所） 

○ 建築基準法第 42 条第１項第５号に基づく道路の位置の指定の取消し（越谷建築安全セ

ンター） 



 

平成 30年(2018年)12月 21日 

 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 県立病院の灯油（平成 30年度 12・１月分）の購入に関する落札者等の公示（経営管理

課） 

 

 



 

規

則 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を
「
総
合
的
な
探
究
の

時
間
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
の
規
定

は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
（
以
下
「
新
通
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
及
び

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
の
日
以
降
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
新
通
則
第
十
六

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
あ
つ
て
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課

程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
教
育
課
程
か
ら
適
用
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
新
通
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

ま
で
の
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
高
等
学
校
に
入

学
し
た
生
徒
（
新
通
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
あ
つ
て
平
成
三
十

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
の
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
新
通
則
第
八
条
第
三
項

及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
高
等

学
校
通
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
加
須
市
内
田
ケ
谷
字
中
松
二
百
五
十
四
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 



 

別図 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号 

 
東
松
山
市
か
ら
東
松
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
九
号 

 
川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

秦
第
二
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

須 

田 

竹
三
郎 

 
埼
玉
県
熊
谷
市
上
須
戸
千
五
百
五
十
三
番
地
二 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
標
高
デ
ー
タ
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
千
、
陸
域
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
メ
ッ
シ
ュ
、
水 

 

域
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
メ
ッ
シ
ュ
）
、
水
準
基
標
測
量
（
二
級
水
準
測
量
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

越
辺
川
、
都
幾
川
、
高
麗
川
周
辺
（
東
松
山
市
、
吉
見
町
、
鳩
山
町
、
川
島
町
、
毛
呂
山
町
、 

 

鶴
ヶ
島
市
、
坂
戸
市
、
川
越
市
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
三
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月

三
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
四
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月

二
十
六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
朝
霞
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

朝
霞
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

朝
霞
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
高
崎
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
高
崎
河
川
国
道
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
河
川
定
期
縦
横
断
測
量
、
三
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

児
玉
郡
神
川
町
北
東
部
、
児
玉
郡
上
里
町
北
東
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
日
高
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

日
高
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

日
高
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

桶
川
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
（
撮
影
縮
尺
一
万
分
の
一
、
画
像
解
像
度
十
二
・
五 

 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
加
須
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

加
須
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
カ
ラ
ー
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

加
須
市
全
域
（
百
三
十
三
・
三
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

所
沢
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
六
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
上
安
松
・
下
安
松
西
土
地
区
画
整
理
準
備
組
合
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市
上
安
松
・
下
安
松
西
土
地
区
画
整
理
準
備
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

所
沢
市
大
字
上
安
松
及
び
大
字
下
安
松
の
各
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
狭
山
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

狭
山
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

赤
間
川
流
域
（
狭
山
市
内
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

北
本
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
（
撮
影
縮
尺
一
万
分
の
一
、
地
上
解
像
度
十
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー 

 

ト
ル
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
四
号 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二

項
第
三
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三 

欄

五
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に

係
る
数
値
を
変
更
す
る
。 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
建
築
安
全
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

変
更
に
係
る
区
域 

松
伏
町
の
区
域
内
の
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域 

(に) 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
五
号 

 
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

監
督
処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
九
日 

二 

監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
開
設
者
の
氏
名
（
開
設
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
設
者
の
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
、
事
務
所
の

別
並
び
に
登
録
番
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
一
年
（
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
一
年
） 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
管
理
建
築
士
が
建
築
士
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た 

 

 

た
め 

株
式
会
社
Ｎ
Ａ

Ｏ
設
計 

 

名

称 

埼
玉
県
坂
戸
市

花
影
町
六
―
二

十
八 

所

在

地 

新
井 

直 

開
設
者
の
氏
名 

一
級
建
築
士

事
務
所 

事

務

所

の

別 

埼
玉
県
知
事

登
録
（
三
）
第

九
〇
三
二
号 

登

録

番

号 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

飯
能
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

日
高
市
四
本
木
二
丁
目
一
一
番
八
地
先

か
ら
同
市
大
字
新
堀
字
東
原
三
三
七
番

二
地
先
ま
で 区 

 
 
 

間 

 

一
五
・
二
〇
～
三
五
・
五
四 

 

一
五
・
二
〇
～
三
五
・
五
四 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
九
二
・
九
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

平
成
十
一
年
十
一
月
十
九
日
付
け
埼
玉

県
告
示
第
千
四
百
八
十
四
号
お
よ
び
平
成
二

十
五
年
八
月
二
十
日
付
け
埼
玉
県
飯
能
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号
の
道
路
予

定
区
域
の
一
部
変
更
で
あ
る
。 

 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
改
築
）
工

事 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 



  

   

飯
能
寄
居
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

日
高
市
四
本
木
二
丁
目
一
一
番
八
地
先
か
ら

同
市
大
字
新
堀
字
東
原
三
三
七
番
二
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
三
時 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十

一
日
付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
四
九
二
・
九
八
メ
ー

ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

飯
能
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



   

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 
日
高
市
大
字
新
堀
字
上
野
ケ
谷
戸
四
九

四
番
一
地
先
か
ら
入
間
郡
毛
呂
山
町
大

字
葛
貫
字
新
田
前
一
〇
七
八
番
一
地
先

ま
で 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
尾
崎
山
六
五
五

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
根
字
後
山

一
三
三
二
番
三
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 

一
五
・
二
〇
～
七
一
・
一
〇 

 

七
・
四
〇
～
二
九
・
六
四 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
〇
一
七
・
五
〇 

四
七
七
一
・
〇
〇 

四
七
八
九
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

平
成
十
一
年
十
一
月
十
九
日
付
け
埼
玉

県
告
示
第
千
四
百
八
十
四
号
、
平
成
十
五
年

二
月
十
四
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五

十
九
号
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
付

け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
二
十
二
号
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
日

付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
九
号
、
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
六
日

付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
二
号
及
び
平
成
三
十
年
十
一
月
九
日

付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
十
号
の
道
路
予
定
区
域
の
一
部
変
更
で

あ
る
。 

 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
改
築
）
工

事 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 



  

   

飯
能
寄
居
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

日
高
市
大
字
新
堀
字
上
野
ケ
谷
戸
四
九
四
番

一
地
先
か
ら
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
葛
貫
字

新
田
前
一
〇
七
八
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
三
時 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十

一
日
付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
二
〇
一
七
・
五
〇
メ

ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 



  

   

飯
能
寄
居
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
尾
崎
山
六
五
五
番
一

地
先
か
ら
同
市
大
字
山
根
字
後
山
一
三
三
二

番
三
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
三
時 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十

一
日
付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
四
七
七
一
・
〇
〇
メ

ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
八
日
第
二
百
五
十
二
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お

り
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 

 



 

第
一
号 

取

消

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
三
十
年
十
二
月

十
四
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

（
当
初
地
番
）埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
川
端
四
百
九
十
三

番
の
十
六
、
四
百
九
十
三
番
の
十
九 

（
現
況
地
番
）埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
川
端
四
丁
目
四
百
九

十
三
番
の
十
六
、
四
百
九
十
三
番
の
十
の
一
部
、
四
百
九
十
三

番
の
四
十
五
の
一
部 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
七
・
六
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
三
〇
〇
〇
〇
二
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日 

 
 

越
建
セ
第
三
七
八
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
高
野
島
二
千
二
百
六
十
五
番
一
、
二
千
二
百
六
十
五 

 

 

番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
白
岡
市
下
野
田
千
三
百
七
十
四
番
地
十
三 

 
 

木
暮 

淳 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
二
十
三
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日  

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 

 



１   購入等件名及び数量  

  灯油 JIS １号 118,000リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地 

 (2)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２ 

３ 落札者を決定した日 

  平成 30 年 11 月 20 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社イハシ 

  埼玉県越谷市流通団地１丁目１番２号 

５ 落札金額 

  74.304 円（１リットル当たり単価） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成 30 年 10 月 26 日 
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